
神奈川県から指定障害福祉サービス事業者等の皆様へお知らせ

１　事業所が複数都道府県に所在する場合や県内複数市町村に所在する場合
　　現行と変更ありません。

（サービス種別共通） 【現行】 【平成27年4月以降】
届出先

厚生労働省
県

２　事業所等が１つの市町村内にのみ所在する場合
（１）障害者総合支援法による届出

【現行】 【平成27年4月以降】
指定サービス事業所の種別 届出先

県 県

うち、１つの指定
都市の市域内のみ

横浜市
川崎市
相模原市

県 県

うち、１つの指定
都市の市域内のみ

横浜市
川崎市
相模原市

市町村

（２）児童福祉法による届出

【現行】 【平成27年4月以降】

県 県

うち、１つの指定
都市の市域内のみ

横浜市
川崎市
相模原市

うち、児童相談所
設置市の市域内の
み

横須賀市

県 県

うち、１つの指定
都市の市域内のみ

横浜市
川崎市
相模原市

うち、児童相談所
設置市の市域内の
み

横須賀市

指定障害児相
談支援事業者

55障害児相談支援
市町村

平成27年4月１日から
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の
整備に係る届出書の届出先が変わります。

　 平成27年4月1日から　業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が次のとおり変更となります。 な
お、県に届出書を提出済の事業者は、このたびの変更に関して、改めて届出先変更となる市へ届出書を
提出する必要はありません。

指定障害福祉
サービス事業
者及び指定障
害者支援施設
の設置者

11居宅介護　12重度訪問介護　13行動援護
14重度包括　15同行援護　21療養介護　22
生活介護　24短期入所　31共同生活介護
32障害者支援施設　33共同生活援助　34宿
泊型自立訓練　41自立訓練(機能訓練)　42
自立訓練(生活訓練)　43就労移行支援　44
就労移行支援(養成施設)　45就労継続支援
(Ａ型)　46就労継続支援(Ｂ型)

届出先

届出先
厚生労働省

県

神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課

     すべての事業所が１の指定都市（横浜市、川崎市、相模原市のいずれか）又は児童相談所設置市（横須賀市）
の市域内にのみ所在する事業者は、県からそれぞれの市に変更になります。

事業所等が複数都道府県に所在する場合
事業所等が県内複数市町村に所在する場合

指定一般相談
支援事業者及
び指定特定相
談支援事業者

52計画相談支援 53地域移行支援 54地域
定着支援

   すべての事業所が１つの指定都市（横浜市、川崎市、相模原市のいずれか）の市域内にのみ所在する事業者
は、県からそれぞれの市に変更になります。

※計画相談支援のみの場合
は市町村

市町村

指定障害児通
所支援事業者

61児童発達支援　62医療型児童発達支援
63放課後等デイサービス　64保育所等訪問

支援

指定障害児入
所施設等の設

置者

71障害児入所　72医療型障害児入所支援


